
 

 

入札説明書等配布一覧表 

 

   

調達する役務の名称［山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務］ 

 

 

No 名                    称 部数等 

１ 

入札説明書 

（添付様式） 

・一般競争入札参加資格確認申請書 

・競争入札参加資格審査申請書提出書 

・一般競争入札仕様書等に関する質問書 

・入札書 

・委任状 

１部 

２ 
山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務

委託仕様書 
１部 

３ 業務委託契約書（書式） １部 

 

（注）上記内容について、落丁等がないか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

山形県総務部税政課 





入 札 説 明 書 
 

山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務の調達に係る入札公告に基づく一

般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 担当部局等 

  契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等（以下「契約担当部局等」という。） 

〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号023(630)2569 

 

２ 入札参加者の資格 

(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと」とは、入札参加資格審査日（一般競争入札参加資格確認申請書又は競

争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日）から開札

日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをい

う。 

(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認

められた者は、本件入札に参加することができない。 

 

３ 入札参加資格の審査等 

(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有すること

を証するため、申請書及び添付書類（以下「申請書等」という。）を、公告で指定さ

れた提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなけ

ればならない。 

(2) 提出書類 

    入札参加者の資格に関する書類 

(ｱ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されている者 

a 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式第１号） 

  (ｲ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されていない者 

    a 競争入札参加資格審査申請書提出書（別紙様式１－１号） 

    b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類（会計局が別に定める物品等競争 

    入札参加資格審査申請要領による） 

(ｳ) 本調達と同種の役務について、過去５年以内に件数及び納期が同等の役務を受 

託し履行した実績を有することを証明する書類（写し可） 

(ｴ) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してISMS認証基準 

JIS Q 27001（ISO/IEC27001）に適合することにより認証を受けていることを証明 

する書類（写し可） 

(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 

(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求め 

資料番号１ 



られた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるもの 

とする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 

(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

 

４ 入札参加資格審査結果の通知 

入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果 

は令和８年３月16日（月）までに通知する。 

 

５ 仕様書に関する質問等 

(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和８年３月12日（木）午後３時まで契約担当

部局等に別紙様式第２号により持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出すること。

なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。 

(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、

当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県総務部税政課に

おいて閲覧に供する。 

 

６ 入札の辞退等 

(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することがで

きる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する

役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に

代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 

(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 

 

７ 入札 

(1) 入札書の様式は、入札書（別紙様式第３号）による。 

(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送によ

る提出も認める。（書留郵便に限る。） 

(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記

載すること。 

(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、

上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、入札公

告の「入札の場所及び日時」で定めた日時までに契約担当部局に必着とし、当該日

時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 

(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、

委任状（別紙様式第４号）を作成し提出させること。 

(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることは

できない。また、法人の代表者（支店長等の受任者を含む。）が自ら入札する場合は、

当該入札に関して他の入札者となることはできない。 

(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用

料、その他一切の諸経費を含む総額とする。 



８ 開札 

入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち

会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行

う。 

開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住

所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに

提出しなければならない。 

 

９ 入札の無効 

    次に掲げる入札は無効とする。 

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者（入札参加資格があることを確認された

者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含

む。）のした入札 

(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を

得るため連合したと認められる入札 

(5) 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札

金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 

(7) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 再度入札 

    予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合

がある。 

 

11  落札者の決定方法 

(1) 規則第120条第１項の規定により作成された公告２の(1)イ及びロごとの予定価格

の範囲内であって、かつ、２の(1)イ及びロごとの入札価格にそれぞれの予定数量を

乗じて得た額の合計額が最低となる価格をもって入札（有効な入札に限る。）を行っ

た者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県

職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 

(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 

 

12 その他 

(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止

要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 

(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと

認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、

若しくは取り止めることがある。 

(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申



立てることができない。 

(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 

(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑（入札書

に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。）を持参

すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決

定を通知する。 

(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書（書式）による。 

(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 

 



様式第１号（一般競争入札参加資格確認申請書） 

 

年  月  日  

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

住所又は所在地 

                氏名又は名称 

                代 表 者 氏 名              印 

 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

 下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。 

なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ない

ことを誓約します。 

 

記 

 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和８年２月25日 

(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務 

 

２ 添付書類 

（1）本調達役務と同種の役務について、過去５年以内に件数及び納期が同等の役務を 

受託し履行した実績を有することを証する書類 

（2）情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してISMS認証基準JIS 

Q27001（ISO/IEC27001）に適合することにより認証を受けていることを証明する書

類 

 

 

 

※登録番号 ※確認印 

  

※申請者は記入しないでください。 

 





様式第１－１号（競争入札参加資格者名簿未登載者用） 

 

                             年  月  日  

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

住所又は所在地 

                氏名又は名称 

                代 表 者 氏 名              印 

 

 

競争入札参加資格審査申請書提出書 

 

 下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申

請書を提出します。 

なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資

格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和８年２月 25日 

(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務 

 

２ 添付書類 

（1）本調達役務と同種の役務について、過去５年以内に件数及び納期が同等の役務を 

受託し履行した実績を有することを証する書類 

（2）情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してISMS認証基準JIS 

Q27001（ISO/IEC27001）に適合することにより認証を受けていることを証明する書

類 

 

 

※登録番号 ※確認印 

  

※申請者は記入しないでください。 





様式第２号（一般競争入札仕様書等に関する質問書） 

 

年  月  日  

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名              印 

 

 

競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書 

 

 下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。 

 

記 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和８年２月25日 

(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務 

 

２ 質問事項等 

 

 





様式第３号（入札書） 

※１ 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。

（代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。） 

※２ 代理人が入札する場合は、※１の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。 

入    札    書 

  年  月  日 

山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

入札者 住 所 又 は 所 在 地 

 氏名又は名称及び代表者名 
 

                                     ㊞ 

              〔 代理人氏名             ㊞ 〕 

山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記の 

とおり入札します。 

記 

 入 札 金 額  

半角英数 ￥          円/件 

全角英数かな漢字 ￥          円/件 

 入札保証金額     免 除 

 役 務 の 名 称  

及 び 規 格 

 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務 

（規格は仕様書のとおり） 

 数 量  仕様書のとおり 

 納 入 場 所 

又は引渡場所 

 

仕様書のとおり 

 履 行 期 間 

又は履行期限 

 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 摘 要     

※１ 

※２ 





様式第４号（委任状） 

 

委   任   状 

 

  年  月  日  

 

 

山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

          住所又は所在地 

          氏名又は名称 

          代 表 者 氏 名                   ㊞ 

 

 

私は          を代理人と定め、下記の権限を 

（使用印鑑     ） 

委任します。 

 

記 

 

１ 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務の入札 

並びに見積に関する一切の件 

 

 

２ 委  任  期  間 

 

    年    月    日 から 

 

    年    月    日 まで 

 

 

 

 

 

 



 



山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務委託仕様書 

 

 

１ 概要 

  軽油引取税及び不動産取得税に関係する帳票に記載される内容を税務総合電算システ

ムに入力するため、各帳票のデータを作成し、電子媒体に格納したうえで期日まで納品

するもの。 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

３ 業務の内容 

(1) 対象となる帳票 

   別紙１のとおり。(法令の改正により追加及び変更があった場合には県と協議のうえ

業務を行うこと。） 

 

   (2) 予定数量 

       ア 半角英数カナ及び全角英数かな漢字１レコード若しくはフィールドを１件とする。 

    イ １件あたりの想定平均入力文字数及び契約期間中の予定件数は、別紙１のとおり。 

 

(3) データ入力作業 

    ア 入力票様式及びレコードレイアウトは、別紙３、別紙４のとおり。 

  イ 文字コードは「S-JIS」とすること。 

ウ 入力する文字種類は、半角英数及び全角英数かな漢字とする。 

  エ 使用する漢字は、第一水準漢字及び第二水準漢字（JIS X0208）とする。 

  オ 外字は本県が別途指示する外字コードを入力すること。 

  カ 入力票に記載される数字及び文字について、正確に入力すること。特に不動産取 

   得税の漢字項目については、異字体を個別に識別して入力すること。 

キ ２名以上で入力を行い、入力完了後にデータの突合せを実施し、入力誤り等がな 

いことを確認すること。 

  ク 改行コードは「CRLF」とすること。 

 

 (4) 使用する媒体 

  ア 入力データを記録する媒体は、光ディスク等とする。 

  イ 媒体は本県が用意するものを使用すること。 

  ウ 作成したデータは次のファイル名称を付して格納すること。 

 

 



    データファイルの名称   

  帳票名（データ名）  MO ラベル名 ファイル名称 備考 

軽油引取税  軽油引取税入力データ 「KPNT0.txt～ KPNT7.txt」 全８データ 

承継土地取得調査書 (FSTF) 

不動産取得税入力デー

タ 

「FSTF_BCF10200S01_01」 拡張子なし 

承継家屋取得調査書 (FSKF) 「FSKF_BCF10200S01_01」  

原始家屋取得調査書 (FGKF) 「FGKF_BCF10200S01_01」  

原始家屋物件入力附表 (FBDF) 「FBDF_BCF10200S01_01」  

納税者(共有者)入力附表 (FKYF) 「FKYF_BCF10200S01_01」  

 

(5) 入力票の引渡し及び納品 

  ア 入力票の引渡しは、指定する日時に山形県総務部税政課において受けること。こ 

のとき、使用する媒体の引渡しも併せて行う。 

  イ 納品は、指定する日時までに入力票及び媒体を併せて総務部税政課に提出するこ 

   と。 

  ウ 入力票の引渡し及び納品確認は、別記様式１「入力データ作成作業指示書兼成果 

物引渡書」により行う。 

エ 「入力データ作成作業指示書兼成果品物引渡書」は正副作成する。納品確認後に 

本県担当者が押印したものを一部提出し、一部は受注者の控えとする。 

オ 作業指示予定日及び納品予定日は別紙２のとおりとする。 

 

 (6) セキュリティ 

ア 入力票及び入力データの取扱いにあたっては「山形県情報セキュリティポリシー」 

を遵守し、入力票及び納品物の複写・複製を行わないこと。 

イ 入力作業場所は、受注者が直接管理し、セキュリティ対策が施された建物内で行 

うこと。 

ウ 入力票及び媒体の搬送は、複数名で行うこと。 

エ 入力作業場所及び搬送時において、入力票及び媒体の紛失、部外者からの覗き見 

等による情報漏えいが起こらないための措置を講じること。 

 

(7) 本処理前試験 

  ア 契約締結から本処理実施前までに、本県が提示する試験用入力票により試験用入 

力データを作成し試験を受けること。 

  イ 試験用入力データの作成、納品等に係る費用は受注者が負担すること。 

  ウ 試験の実施については、県と協議のうえ行うこと。 

  

  (8) 労働関係法令の遵守等 

 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生

法等の労働関係法令を遵守すること。 

  



  (9) 業務の責任者等への正規職員又は社会保険被保険者の配置 

 受注者は、業務の責任者（管理者、主任者）については、正規職員や社会保険被保

険者を配置すること。 

 

４ 実績報告 

  １月毎の業務実績を別記様式２「業務完了報告書」により速やかに提出すること。 

   

 ・添付資料 

   別記様式１「入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書」 

   別記様式２「業務完了報告書」 

 

   別紙１ 入力帳票一覧 

   別紙２ 入力データ作成業務年間日程表 

   別紙３ 入力票様式 

   別紙４ レコードレイアウト 

   （参考）外字一覧 



（別記様式１）

　入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書



（別記様式1）

税務総合電算システム

第16号の41様式
（第43号の17様式）

010

第16号の41様式別表1
（第43号の17様式別表1）

011

第16号の37様式
（第43号の13様式）

006

第16号の39様式
（第43号の15様式）

008

11 Ｘ:半角英数
第16号の41様式別表10
（第43号の17様式別表10）

020

10 Ｘ:半角英数
第16号の41様式別表7
（第43号の17様式別表7）

017

9 Ｘ:半角英数
第16号の41様式別表6
（第43号の17様式別表6）

016

Ｘ:半角英数

Ｘ:半角英数

第16号の41様式別表5
（第43号の17様式別表5）

015

Ｘ:半角英数
第16号の41様式別表2
（第43号の17様式別表2）

012

※受託者が記入すること。

Ｘ:半角英数

Ｘ:半角英数

8

Ｘ:半角英数

Ｘ:半角英数

7

6

5

4

3

納品期限

帳票名（データ名）

第16号の10様式
（第35号様式）

文字種類 枚数 備考

2

1

№

第16号の10様式別表
（第35号様式別表）

002

ラベル名

実件数※

Ｘ:半角英数

件数

（時刻）

帳票
コード

確
認
欄

税政課
納品確認印

受託事業者者
管理者確認印

税政課
作業指示

・　　・ ・　　・ ・　　・

001

　入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書

作業指示内容

指示日 担当者

《軽油引取税》

連絡先

※税政課記入 件数 実件数

Ｘ:半角英数  件 件



（別記様式1）

税務総合電算システム

　入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書

作業指示内容

指示日 令和○年○月○日（○） 担当者 ○○○－○○○○

《軽油引取税》

○○ 連絡先

確
認
欄

税政課
納品確認印

受託事業者者
管理者確認印

税政課
作業指示

YY.MM.DD YY.MM.DD YY.MM.DD

10:00 ラベル名

実件数※

46450047Ｘ:半角英数

件数

（時刻）

備考

2

1

№

第16号の10様式別表
（第35号様式別表）

002

帳票
コード

001

492

納品期限

600

令和○年○月○日（○） 軽油引取税入力データ

帳票名（データ名）

第16号の10様式
（第35号様式）

文字種類 枚数

6

5

4

3

0

8

Ｘ:半角英数 0

012

第16号の37様式
（第43号の13様式） 0 0

Ｘ:半角英数 72

7

42

40Ｘ:半角英数 12第16号の41様式別表2
（第43号の17様式別表2）

※受託者が記入すること。

0

Ｘ:半角英数 13 220 210

Ｘ:半角英数

第16号の41様式別表5
（第43号の17様式別表5）

015 Ｘ:半角英数 13 60

50

Ｘ:半角英数 12

60 44

60 44

56

0

50

9 Ｘ:半角英数 12第16号の41様式別表6
（第43号の17様式別表6）

016

10 Ｘ:半角英数 10第16号の41様式別表7
（第43号の17様式別表7）

017

5811 Ｘ:半角英数 12第16号の41様式別表10
（第43号の17様式別表10）

020 60

006

第16号の39様式
（第43号の15様式）

008

第16号の41様式
（第43号の17様式）

010

第16号の41様式別表1
（第43号の17様式別表1）

011

※税政課記入 件数 実件数

Ｘ:半角英数 1,450 件 件

記入例

印印印



（別記様式1）

税務総合電算システム

　入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書

作業指示内容

指示日 担当者

《不動産取得税》

連絡先

確
認
欄

税政課
納品確認印

受託事業者者
管理者確認印

税政課
作業指示

・　　・ ・　　・ ・　　・

備考

211

ラベル名

実件数※

Ｎ:全角英数
　かな漢字

枚数 件数
帳票

コード

（時刻）

1

№

納品期限

文字種類帳票名（データ名）

5

4

3

2

Ｎ:全角英数
　かな漢字

212

221

承継土地取得調査書
（ＦＳＴＦ）

承継家屋取得調査書
（ＦＳＫＦ）

Ｘ:半角英数

※受託者が記入すること。

Ｎ:全角英数
　かな漢字

Ｘ:半角英数

8

7

6 Ｘ:半角英数

納税者(共有者)入力附表
（ＦＫＹＦ）

251

Ｘ:半角英数

Ｎ:全角英数
　かな漢字
Ｘ:半角英数

9

11

222

Ｎ:全角英数
　かな漢字  件 件

231
原始家屋取得調査書
（ＦＧＫＦ）

232

原始家屋物件入力附表
（ＦＢＤＦ）

241

10

※税政課記入 件数 実件数

Ｘ:半角英数  件 件



（別記様式1）

税務総合電算システム

241

212

221

承継土地取得調査書
（ＦＳＴＦ）

承継家屋取得調査書
（ＦＳＫＦ）

222

11

10

9

550

Ｎ:全角英数
　かな漢字
Ｘ:半角英数

539 594 609

1,456

1,275

※受託者が記入すること。

Ｎ:全角英数
　かな漢字 2,550 2,550

納税者(共有者)入力附表
（ＦＫＹＦ）

251

Ｘ:半角英数 6

8

10

Ｎ:全角英数
　かな漢字 550 550

Ｘ:半角英数 3,825 3,825

117

6

5

4

3

Ｘ:半角英数

231
原始家屋取得調査書
（ＦＧＫＦ）

232

原始家屋物件入力附表
（ＦＢＤＦ）

枚数

Ｘ:半角英数

728

275
550

1,456

（時刻）令和○年○月○日（○） 不動産取得税入力データ

帳票名（データ名） 備考

2

1

№

納品期限

文字種類

211

10:00 ラベル名

実件数※

1,4561,456Ｎ:全角英数
　かな漢字

件数
帳票

コード

確
認
欄

税政課
納品確認印

受託事業者者
管理者確認印

税政課
作業指示

YY.MM.DD YY.MM.DD YY.MM.DD

　入力データ作成作業指示書兼成果物引渡書

作業指示内容

指示日 令和○年○月○日（○） 担当者 ○○○－○○○○

《不動産取得税》

○○ 連絡先

Ｎ:全角英数
　かな漢字 5,150 件 件

※税政課記入 件数 実件数

Ｘ:半角英数 5,841 件 件

記入例

印印印



（別記様式２） 

業務完了報告書 

（    年  月分） 

 

年  月  日 

 山形県知事 吉村 美栄子  殿 

 

                           受託者名 

  

下記のとおり完了しましたので報告します。 

業務名 税務総合電算システム用入力データ作成業務 

契約金額 

半角英数     1件につき       円 

（うち消費税及び地方消費税額     円） 

全角英数かな漢字 1件につき       円 

（うち消費税及び地方消費税額     円） 

合計（件数） 
半角英数                 件 

全角英数かな漢字             件       

合計（金額）                    円 

検査年月日 ※     年  月  日   

検査職員（者） ※    職        氏名 

摘要  

※は、委託者で記入します。 

（注）合計金額 

  合計金額の算定にあたっては、半角英数及び全角英数かな漢字の合計件数に各々の契約金額

（税込み）を乗じ、小数点以下の端数を切り捨てた金額の合計を記載すること。 



別紙１

最大 想定 最大 想定 半角英数 全角漢字
第16号の10様式
（第35号様式）

001 １ﾚｺｰﾄﾞ 110 文字 30 文字 - - 18,299 -

第16号の10様式別表
（第35号様式別表）

002 〃 110 文字 60 文字 - - 19,176 -

第16号の37様式
（第43号の13様式）

006 〃 110 文字 90 文字 - - 10,026 -

第16号の39様式
（第43号の15様式）

008 〃 110 文字 60 文字 - - 754 -

第16号の41様式
（第43号の17様式）

010 〃 110 文字 50 文字 - - 9,393 -

第16号の41様式別表1
（第43号の17様式別表1）

011 〃 110 文字 60 文字 - - 2,618 -

第16号の41様式別表2
（第43号の17様式別表2）

012 〃 110 文字 60 文字 - - 2,380 -

第16号の41様式別表5
（第43号の17様式別表5）

015 〃 110 文字 60 文字 - - 5,139 -

第16号の41様式別表6
（第43号の17様式別表6）

016 〃 110 文字 60 文字 - - 3,271 -

第16号の41様式別表7
（第43号の17様式別表7）

017 〃 110 文字 60 文字 - - 2,414 -

第16号の41様式別表10
（第43号の17様式別表10）

020 〃 110 文字 60 文字 - - 3,893 -

軽油引取税　小計 77,363

ﾌｨｰﾙﾄﾞ1 55 文字 15 文字 80 文字 30 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ2 256 文字 45 文字 60 文字 20 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ1 55 文字 15 文字 80 文字 30 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ2 256 文字 40 文字 60 文字 20 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ1 43 文字 15 文字 80 文字 30 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ2 256 文字 25 文字 60 文字 20 文字

ﾌｨｰﾙﾄﾞ3 88 文字 15 文字 - -

原始家屋物件入力附表 241 １ﾚｺｰﾄﾞ 82 文字 46 文字 - - 78 0

納税者(共有者)入力附表 251 〃  文字  文字 114 文字 18 文字 0 3,590

不動産取得税　小計 39,172 39,208

合計 116,535 39,208

※軽油引取税のかっこ（）内は旧様式の名称

7,244

原始家屋取得調査書
231
232

13,278 9,094

予定件数（年間）

軽油引取税

不動産取得税

承継土地取得調査書
211
212

18,770 19,280

承継家屋取得調査書
221
222

7,046

　　　入力帳票一覧

税目 帳票名　※
帳票
コード

ﾚｺｰﾄﾞ
半角英数 全角英数かな漢字



（別紙２） 入力データ作成業務年間日程表

１　入力見込件数 46.6
24.86

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

軽油引取税 半角英数字 6,808 6,963 6,576 6,731 6,266 6,189 6,189 6,266 6,189 6,266 6,576 6,344 77,364

半角英数字 3,369 6,267 4,465 4,818 2,977 2,389 2,624 2,115 2,703 2,820 196 4,427 39,171

全角かな漢字 3,372 6,273 4,470 4,823 2,979 2,392 2,627 2,117 2,705 2,823 196 4,431 39,208

半角英数字 10,177 13,230 11,041 11,549 9,243 8,579 8,814 8,382 8,892 9,087 6,772 10,771 116,535

全角かな漢字 3,372 6,273 4,470 4,823 2,979 2,392 2,627 2,117 2,705 2,823 196 4,431 39,208

２　作業指示予定日及び納品予定日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

作業指示日 4月10日(金) 5月15日(金) 6月10日(水) 7月10日(金) 8月13日(木) 9月10日(木) 10月13日(火) 11月12日(木) 12月10日(木) 1月14日(木) 2月10日(水) 3月10日(水)

納品期限 4月17日(金) 5月22日(金) 6月17日(水) 7月17日(金) 8月20日(木) 9月17日(木) 10月20日(火) 11月19日(木) 12月17日(木) 1月21日(木) 2月18日(木) 3月17日(水)

作業指示日 4月16日(木) 5月19日(火) 6月17日(水) 7月17日(金) 8月18日(火) 9月14日(月) 10月19日(月) 11月16日(月) 12月15日(火) 1月18日(月) 2月15日(月) 3月17日(水)

納品期限 4月23日(木) 5月25日(月) 6月24日(水) 7月27日(月) 8月25日(火) 9月24日(木) 10月26日(月) 11月24日(火) 12月22日(火) 1月25日(月) 2月19日(金) 3月25日(木)

合計

不動産取得税

令和9年

軽油引取税

税目 区分
令和8年 令和9年

不動産取得税

合計

税目 区分
令和8年



別紙３ 
 
 

入力票 様式 
《軽油引取税》 

 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 

 
入力票 様式 

《不動産取得税》 
 
 
 
 
 
 
 
 













別紙４ 
 
 

レコードレイアウト 
《軽油引取税》 

 
 
 
 
 
 
 
 

































 
 
 
 
 
 

 
レコードレイアウト 
《不動産取得税》 

 
 
 
 
 
 
 
 







税務総合電算システム　ユーザー定義文字（外字）登録一覧

令和8年1月29日現在























業務委託契約書 

 

 委託業務の名称 山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務 

 委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 業務委託料 単価契約（単位：１件） 

  イ 半角英数     ￥○○○円（うち消費税及び地方消費税の額 ￥○○○円） 

  ロ 全角英数かな漢字 ￥○○○円（うち消費税及び地方消費税の額 ￥○○○円） 

 契約保証金 予定数量に契約単価を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額（当該金額に１円 

未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額）以上の額とする。 

ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 

 頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者 ○○○○ 

〇〇〇〇 を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。 

 （総則） 

第１条 受注者は、「山形県税務総合電算システム用入力データ作成業務委託仕様書」（以下「委託仕

様書」という。）に基づき、頭書の業務委託料（以下「委託料」という。）をもって、頭書の委託期

間の終期（以下「履行期限」という。）までに頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を実施

し、その結果（以下「成果品」という。）を発注者に引き渡すものとする。 

２ 前項の委託仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。 

 （委託業務の遂行場所） 

第２条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。 

     ○○市○○町○丁目○番○号   ○○○○○ 

 （業務遂行上の義務） 

第３条 受注者は、委託業務に従事する者（以下「従事者」という。）に委託業務の遂行に必要な技

術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。 

 （従事者の管理） 

第４条 受注者は、従事者の氏名をあらかじめ発注者に通知するものとする。 

２ 受注者は、従事者の管理について一切の責任を負う。 

 （秘密の保持等） 

第５条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目

的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （個人情報の保護） 

第６条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱

特記事項」を遵守しなければならない。 

 （監督及び指示並びに調査及び報告） 

第７条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなけれ

ばならない。 



２ 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報

告を求めることができる。 

 （損害賠償） 

第８条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。 

 （権利及び義務の譲渡禁止） 

第９条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （再委託の禁止） 

第10条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委

託業務の一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なものと判

断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 

 （契約内容の変更等） 

第11条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断するこ

とができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注

者協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならな

い。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

３ 受注者は、必要がある場合には、発注者に対し労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に

伴う委託料の変更について申出を行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、そ

の可否について迅速かつ適切に協議を行うものとする。 

 （契約の解除） 

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除するこ

とができる。 

(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 

(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 

(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 

(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

(5) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において

同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

ロ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を



いう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

ハ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

ヘ  下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することが

できる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するもの

とする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 

３ 第１項第１号から第３号まで又は第５号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金

は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発

注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。 

４ 第１項第４号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償

しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

５ 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知す

るものとする。 

 （談合等に係る契約解除）  

第13条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合

においては、この契約を解除することができる。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占

禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第20条第２項において

準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の２又は第20条第１項の規定

による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条

第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかったとき。 

(2) 受注者が独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、

第７条の９第１項若しくは第２項又は第20条の２から第20条の６までの規定による命令を受け、

当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3) 受注者が前２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が 

確定したとき。 

(4) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第45号）第



96条の６若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

（平成12年法律第130号）第４条の規定による刑に処せられたとき。 

２ 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか

否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支

払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。 

３ この契約の履行後に、受注者が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合につ

いても、前項と同様とする。 

４ 第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害

額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額に

つき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （事故発生の通知） 

第14条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するととも

に、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 

 （業務完了報告等） 

第15条 受注者は、月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書

（別紙様式）を提出しなければならない。この場合において、業務完了報告書への押印は不要であ

り、電子メールでの提出も可能とする。 

２ 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品に

ついて検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく

当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合に

おいて、再検査の期日については、同項を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。 

 （委託料の支払）  

第16条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対し委託料の請求書を提出するものとす

る。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 

２ 委託料の請求にあたっては、月における半角英数、全角英数かな漢字の入力件数の合計に、契約

単価（税込金額）を乗じ、各々の小数点以下の端数を切り捨てた金額の合計をもって請求金額とす

る。 

３ 発注者は、前２項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受

注者に支払うものとする。 

（遅延利息） 

第17条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第16条の規定による契約金額等の支払が遅れ

た場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇.〇パーセントの割合で計算した

額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100

円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 



２ 発注者は、その責めに帰する理由により第15条第２項に規定する期間内に検査をしないときは、

その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第16条第３項に規定する支払期間

の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間

は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。 

 

 （発注者の履行追完請求権等） 

第18条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、成果品の検査完了後から１年以内

にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の

請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

 （履行遅滞違約金） 

第19条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができ

ない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発

注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。 

２ 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数

に応じ、年〇.〇パーセントの割合で計算した額とする。 

 （履行不能の場合の措置） 

第20条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一

部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものと

し、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。 

 （疑義についての協議） 

第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、

発注者、受注者協議して定めるものとする。 

 

 

 発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

令和８年４月 日 

              発注者   山形市松波二丁目８番１号 

                          山形県知事  吉 村 美 栄 子 

 

               受注者  （住所又は所在地） 

                  （氏名又は名称及び代表者氏名） 



 



別記 

個人情報取扱特記事項 
 

（基本的事項） 
第１ 受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は個人
識別符号が含まれるもの。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに
当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなけれ
ばならない。 
（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この
契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
（保有の制限） 

第３ 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、
かつ、その利用目的を特定しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保
有してはならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。 
（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第４ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損
の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
（目的外利用・提供の禁止） 

第５ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利
用し、又は第三者に提供してはならない。 
（複写又は複製の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提
供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
（事務従事者への周知） 

第７ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該
事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的
に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があるこ
となど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

２ この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義
務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。 
（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはな 
 らない。 
２ 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が
負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 
（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収
集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還
し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 （調査） 

第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況に

ついて、 随時調査することができる。 
（事故発生時における報告） 

第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、
速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

 （違反した場合の措置） 
第 12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必
要な措置を求めることができる。 


